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医療の内容 払い戻される額 必要書類

医師の同意を得て受けた
ときのはり・きゅう及び
マッサージ代

基準料金の7割～9割（※）
○療養費・家族療養費等請求書
○診療内容の分かる領収書（原本）
○保険医の同意書（原本）

9歳未満の小児の弱視、
斜視、先天白内障術後の
屈折矯正の治療用眼鏡・
コンタクトレンズ代

児童福祉法で規定される一定の
額を上限に、購入価格の7割～
8割（※）

○療養費・家族療養費等請求書
○領収書（原本）
○保険医の指示書の写し
○患者の検査結果

四肢のリンパ浮腫治療の
ための弾性着衣等の購入
費用

医師に装用を認められた四肢の
リンパ浮腫治療のために使用さ
れる弾性着衣（弾性ストッキン
グ、弾性スリーブ、弾性グロー
ブ）及び弾性包帯を購入した場
合に一定の額を上限に、購入価
格の7割～9割（※）
◎ 1度に購入する弾性着衣は2
着を限度。

○療養費・家族療養費等請求書
○医師の弾性着衣等の装着指示書（原本）
○購入した際の領収書（原本）

※   年齢と所得区分によって、負担割合が区分されています。 
また「療養の給付の範囲内」とは、法律によって決められた金額を基本としている
ため、実際に支払われた金額と給付額に差が生じる場合があります。

請求方法
　所属所の共済事務担当課へ必要書類をご提出ください。
　※任意継続組合員の方は、共済組合へ直接請求してください。

請求の時効
　短期給付は、給付事由が生じた日の翌日から起算して 2年間共済組合へ請求行為を行わないときには、その給付
を受ける権利が時効により消滅しますので、請求の際にはお早目に手続きをしてください。

療養費(家族療養費)の支給要件等は、このほかにも詳しく定められておりますので、
請求の際にはお気軽にご相談ください。

　後発医薬品（ジェネリック医薬品）の普及は、自己
負担額の軽減や医療保険の財政状況を改善するた
めの有効な手段の一つです。国は、その後発医薬品
（ジェネリック医薬品）に関する数量シェアの目標値
を右のように定めています。
　数量シェアとは、「後発医薬品のある先発医薬品」及び「後発医薬品」を分母とした「後発
医薬品」の数量割合をいい、各医療保険者も目標値を達成するための取り組みが必要と
なっています。
　共済組合における平成26年度の数量シェアは58.6％となっていますので、処方されて
いる薬に後発医薬品（ジェネリック医薬品）があるときは、積極的な活用をお願いします。

後発医薬品（ジェネリック医薬品）の積極的な活用にご協力をお願いいたします！

達成時期 目標値

平成29年半ば 70％以上

平成30～32年度末までの間の
なるべく早い時期 80％以上
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